
船員保険一部負担金等還付申請書

（令和6年能登半島地震）

2.代理人のとき



申請にあたっての留意事項

・申請書は楷書で枠内に丁寧にご記入ください。
記入
見本

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ア イ ウ

・ご記入事項を訂正される場合、訂正箇所を二重線で抹消し、
正しい内容をご記入ください。

《訂正例》
△△△△

TEL 03（XXXX）XXXX

・申請書に記載する項目については、保険証をご確認ください。

保険証の記号・番号はこちらに記載されております。

申請書は、全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

・振込先指定口座について、ゆうちょ銀行の口座を
希望される場合は、従来の口座番号(記号・番号(13 桁))
ではなく、振込専用の店名（漢数字３文字）・預金種別・
口座番号をご記入ください。

・被保険者が亡くなられて、ご遺族の方が申請される場合は、「被保険者情報」欄の氏名・住所・連絡先および
「振込先指定口座」は、申請される方のものをご記入ください。
ただし、被保険者証の記号・番号および生年月日は亡くなられた被保険者のものをご記入ください。
また、添付書類として被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等の原本が必要となります。詳しい手続き方法は、
船員保険部へお問い合わせください。

○還付申請する際、申請書に下記の（１）と（２）の書類を添付してください。

(1) 保険医療機関等が発行した領収書（原本）

(2) 一部負担金免除対象者であることを確認できる書類※

※次の①～③のいずれかの書類を添付してください。

①住家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準じた被災をした場合

→ 令和6年能登半島地震に係る罹災証明書のコピー

②被保険者が重篤な傷病を負った場合

→ 令和6年能登半島地震の罹災により１か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の

診断書のコピー

③令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、被保険者の行方が不明である場合

→ 警察等に行方不明者に関する届出をしていることが確認できるもののコピー

※主たる生計維持者が亡くなられた場合、重篤な傷病を負った場合、行方不明である場合、業務を廃止

又は休止した場合、失職し現在収入がない場合については、船員保険部へお問い合わせください。


